
議案第８１号

財産の取得について

小中学校における校内ＬＡＮの整備を図るため、拠点ルータ等通信機

器を購入するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第８号及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年小松島市条例第２号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。

令和２年７月２９日提出

小松島市長 中 山 俊 雄
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購入物品等

購入予定価格

購入等の相手方

納入期限 　令和３年３月２９日

（業務名）
学校内ＬＡＮ構築業
務

　（契約の内訳）
　・通信機器一式
　　３０，３９０，０００円
　　（拠点ルータ１３個・基幹スイッチ１３個・フロアス
　　　イッチ（２４ポート）４４個・フロアスイッチ（８
　　　ポート）６個・無線ＬＡＮ認証装置１３個・無線ア
　　　クセスポイント２４６個）

　・整備費一式
　　６８，０６０，０００円

　・消費税
　　　９，８４５，０００円

　学校内ＬＡＮ構築業務に係る通信機器一式

　３３，４２９，０００円
　（契約総額：１０８，２９５，０００円）

　徳島県徳島市東吉野町一丁目１０番地の１

　四国通建株式会社　徳島支店

　支店長　末善　正美
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